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○ 戸隠伝統的建造物群保存地区 防災計画にかかる経過と予定

H27.11.26 部長会議（伝建制度導入の承認 ※制度導入後、防災計画を策定する方針を説明）

H28.4.1 伝統的建造物群保存地区保存条例を施行

H28.4.4 部長会議（保存計画等の決定スケジュールについて、住民意見の徴取について）

H28.8.1 部長会議（保存計画と補助制度の承認 ※保存計画において防災計画の早期策定を明記）

H28.8.5 保存地区・保存計画を決定

H29.2.23 国の重要伝統的建造物群保存地区（重伝建）に選定

H29～R1 防災計画策定調査を実施（防災計画策定調査に係る専門家会議を設置）

R3.9.30 部長会議（防災計画策定について）

R3.10.5 市議会政策説明会

R3.10.11 長野市伝統的建造物群保存地区保存審議会へ諮問

R3.10～12 住民の意見聴取、文化庁等との調整

R4.2 長野市伝統的建造物群保存地区保存審議会より答申

R4.2～３ 部長会議（防災計画の承認）

教育委員会にて防災計画の決定 ➡ R4年度より防災対策事業に着手予定

令和３年９月30日 部長会議資料
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防災計画の概要

○ 計画の目的
 防災上の特性と課題に対して、有効な対策をソフト・
ハード両面から検討し、短～長期の対策事業を定める。

 住民・地域・行政の役割を明確にし、文化財的価値を
守りながら防災力の強化を図る。

中社

宝光社
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保存地区
面積：73.3ha

街なみ環境整備事業範囲

妙高戸隠連山国立公園
戸隠管理計画区

伝統的建造物（建築物）

茅葺屋根の宿坊

○ 計画期間
令和４(2022)年度～令和13(2031)年度

住民による初期消火訓練

○ 保存地区の防災上の特性（課題）
• 飛び火による類焼の危険性が高い（茅葺の建物が多い）

• 近隣での火災の早期覚知が困難（隣家との距離がある）

• 市消防隊による初期消火が困難（近くに消防署がない）

• 伝統的建造物の耐震性に課題がある（外壁が少ない）

• 降雪量が多く、雪害が多発する（特別豪雪地帯に指定）

• 冬季の住環境が大変に厳しい（標高1,100ｍ以上）

• 多くの伝統的建造物が宿泊施設として利用されている
（建築基準法などの関連法規との整合が必要）

○ 防災力向上のスキーム（例：火災の場合）

基本となる設備
消火栓、防火水槽、
ポンプ車等

付加する設備
小口径ホース、
軽可搬ポンプ等

消防法令に基づく設備

➡ 火災防止・被害軽減のための設備

（市消防隊・消防団が主に使用）

保存地区の特性上必要な設備

➡ 文化財保護のための設備

（住民・自主防災会も使用）
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防災計画の構成と事業フレーム(案)
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防災計画の構成

１ 防災計画の目的
計画策定の背景、計画策定の目的、計画の概要、関連する計画等

２ 防災計画の基本方針
①個々の建造物等の防災性能の向上
②地区全体の防災力の向上
③地域コミュニティの防災力の向上

３ 防災対策事業の内容
防災全般、火災、地震、雪害、その他の災害に関する課題と対策

４ 防災対策事業の全体フレーム

※事業主体、実施目標時期（短～中長期）を整理

５ 今後の課題
建築基準法の緩和 、効果的な防災対策事業の推進

防災対策事業の全体フレーム（案）

● 市が主体として実施する事業（短期目標）

ソ
フ
ト

• 住民向け防災マニュアルの作成
• 建造物の構造補強指針の作成

ハ
ー
ド

• 既存消火栓への小口径消火ホース等の配備
• 軽可搬消防ポンプの配備
• 延焼危険度が高い建物への消火設備の設置
• 既存防火水槽へのサクションパイプの設置
• 外部通報システムの整備 など

抜粋

防災対策事業の財源構成

国・県補助（68～56％） 過疎債（32～44％）

※ 過疎計画期間（～R8）に短期目標に据えた事業を実施し、
一般財源からの支出を抑制

市単費分に過疎債を充当


